
様式 2 

参加表明に関する質疑書の回答 

 

平成３０年４月２４日 

八幡市 総務課 

 

業 務 名 八幡市新庁舎及び敷地環境整備基本設計業務 

業 務 場 所 八幡市八幡園内、高畑地内 

質疑事項 回答 

１．様式の 2-1、2-2、2-3 に

ついて、 記載する担当者実績

は、 本プロポーザルが公告さ

れた平成 30年 4月 19日を 基

準日とし、平成 15 年 4 月 1 日

～平成 30 年 4 月 19 日までに 

建物が竣工しているものの基

本設計又は実施設計業務を記

載するとの理解でよろしいで

しょうか。 

 

２．参加表明（正・副）の提

出する際の 綴じ方等につい

て、何かご指定はありますで

しょうか。ご教示をお願いし

ます。 

 

３．今回のプロポーザルに参

加等したことによって、今後

予定をされている、実施設計

等について、参加を制限され

ないものと考えてよろしいで

しょうか。 

 

４．「様式 1」に、添付書類に

ついての記入欄があります

が、「添付書類」とは、様式 2、

2-1～2-3、3 を指すと考えて

よろしいでしょうか。 

 

１．お見込みの通り、実績については、公告日の平成 30 年 4

月 19 日までの実績とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．左上一か所ホッチキス止めとして下さい。 

なお、これ以外の綴じ方で提出された場合も無効としませ

ん。 

 

 

 

３．実施設計等について参加を制限することを考えておりま

せん。 

 

 

 

 

 

４．お見込みの通りですが、様式 2-1、2-2、2-3のいずれか

を、参加表明時ではなく技術提案書と同時に提出される場合

は、その旨を併記のこと。 

（例）「添付書類：様式２、様式３、ただし、様式 2-1、2-2、

2-3 は技術提案書に添付する。」 



様式 2 

参加表明に関する質疑書の回答 

 

平成３０年４月２４日 

八幡市 総務課 

 

業 務 名 八幡市新庁舎及び敷地環境整備基本設計業務 

業 務 場 所 八幡市八幡園内、高畑地内 

質疑事項 回答 

５．様式 2、2-1～2-3 に記載

する実績等について、「契約

書」「業務の内容がわかる仕様

書等」「規模・用途などがわか

る資料」「担当者の資格証明書

類」などの証明書類は必要で

しょうか。その場合、それぞ

れの書類提出時に 1 部添付と

してよろしいでしょうか。 

 

６．構造担当主任技術者の記

入欄がありませんが、意匠担

当主任技術者の後に記入欄を

増やしてもよろしいでしょう

か。 

 

７．管理技術者及び意匠担当

技術者の業務実績立場係数

は、管理技術者・意匠担当技

術者のどちらの立場でも 1.0

となると考えてよろしいでよ

うか。 

また、構造、積算、電気設備、

機械設備主任技術者の記載実

績は、担当者の 2 点の配点を

ご教示ください。 

 

５．証明書類は必要です。正のみに 1 部添付してください。

書類の種類は指定しませんが、不足と判断した場合、追加提

出をお願いする場合がありますが、審査には影響しません。 

 

 

 

 

 

 

 

６．様式が不備でした。ホームページを更新し、様式 2-2（2

枚）のみ 4 月 24 日版として修正しております。新しい様式

をダウンロードしご利用ください。 

 

 

 

７．お見込みの通り、どちらの立場でも 1.0 となります。 

また、意匠以外の主任技術者の配点は、資格・経験が 1 点、

業務実績が 1 点となっております。なお、監理技術者と意匠

担当主任技術者は、資格・経験が 1 点、業務実績が２点、繁

忙度が 1 点となっております。 



様式 2 

参加表明に関する質疑書の回答 

 

平成３０年４月２４日 

八幡市 総務課 

 

業 務 名 八幡市新庁舎及び敷地環境整備基本設計業務 

業 務 場 所 八幡市八幡園内、高畑地内 

質疑事項 回答 

８．募集要領 4、参加資格（7）

に記載される実績は 1 件でよ

ろしいでしょうか 

 

９．作成要領 3、留意事項（1）

ｱに記載される主要業務とは 

「平成 15年 4月 1日以降に竣

工した庁舎の新築工事の基本

設計又は実施設計を元請けで

受託し、完了したもの」であ

り議場の有無、面積の多寡は

関係ありませんか 

 

１０．評価基準 2、配点につ

いて事務所の実力及び業務実

績の①種別の庁舎は、議場な

い庁舎も含まれますか 

８．１件で構いません。 

 

 

 

９．参加資格要件としては、募集要領 4、参加資格（7）の通

りですが、「公募型プロポーザル方式による設計者選定・特

定評価基準」に記載の通り議場の有無は評価点に影響しませ

んが、面積については、評価点に影響します。 

 

 

 

 

 

１０．「公募型プロポーザル方式による設計者選定・特定評

価基準」に記載する種別①の庁舎は、議場のない庁舎も含み

ます。 

 


